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不登校研究における「子どもの権利」の位置 

赤城拓1 

1. 社会的養護における「子どもの権利」研究の課題

本稿は、社会的養護研究の文脈に限定されてきた「子どもの権利」をめぐる議論を、不

登校研究の文脈に位置付けることにどのような意義があるかを明らかにすることである。

具体的には、根岸弓（2022,2024）が整理している枠組みを拡張して、不登校研究の文脈に

位置付けることにどのような意義をもつかを検討する。 

家族社会学や社会福祉学の視点から、「子どもの権利」をめぐる制約を子ども当事者のイ

ンタビューに基づいて記述した研究として、根岸（2022,2024）の一連の研究がある。根岸

は、子どもの権利の本質をめぐる 3 つの立場を参照して、子ども達が直面している子ども

の権利をめぐる制約を記述している（根岸 2022,2024）。その 3 つの立場とは、(1)子ども

の意思や意見表明を子どもの権利の本質とする「子どもの権利意思説」、(2)子どもの最善

の利益を子どもの権利の本質とする「子どもの権利利益説」、(3)子どもと大人との共同性

によって意思決定することを子どもの権利の本質とする「関係的権利説」である（根岸 

2022: 195; 根岸 2024: 203-204）。 

 しかし、上記の 3 つの枠組みだけでは、子ども達が直面している子どもの権利をめぐる

制約を十分に記述することはできない。この理由は、子どもの権利条約は、「差別の禁止」、

「子どもの最善の利益」、「生命、生存及び発達に対する権利」、「子どもの意見の尊重」の

4 つを原則としており（unicef 2025）、上記の 3 つの立場に還元することができない「差

別の禁止」や教育を受ける権利を含む「生命、生存及び発達に対する権利」をめぐる制約

について議論することができないためである。 

 そのため、本稿では、子ども達が直面している子どもの権利をめぐる制約を記述するた

めに、根岸（2022,2024）が整理している子どもの権利意思説、子どもの権利利益説、関係

的権利説の 3 つの立場に、子どもの差別の禁止を子どもの権利の本質とする「子どもの権

利差別の禁止説」、子どもの教育を受ける権利を子どもの権利の本質とする「子どもの権利

教育説」の 2 つの立場を加えて議論することを提唱する[図 1 参照]。このように枠組みを

拡張することによって、学校での「いじめ」や「不登校」における子どもの権利をめぐる

制約を記述することが可能になると考えられる。また、近年の社会的養護研究では、施設

入所児同士の関係（<仲間>）と学校内の友人関係（<友人>）を比較する分析が蓄積されて

いる（三品 2022; 宇田 2023）。そのため、このように教育現場の文脈に対応するように

「子どもの権利」をめぐる枠組みを拡張することは、社会的養護における「<仲間>と<友人

>」研究（三品 2022; 宇田 2023）を深化する上でも意義をもつ。

1 京都大学大学院人間・環境学研究科/修士課程 2 年、akagi.taku.47r＠st.kyoto-

u.ac.jp。 
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2. 不登校研究における「子どもの権利」の位置

 以上のように、社会的養護における「子どもの権利」研究の課題を整理したが、不登校

研究において「子どもの権利」をめぐって主な論点となってきたのは、「教育を受ける権利

の保障」である。不登校関連の調査研究協力者会議の議事録を分析した山田哲也によれば、

これらの会議では、教育を受ける権利という意味での「権利保障をめぐる課題」という意

味論は「心の問題」や「進路の問題」という他の意味論とともに、不登校をめぐる議論の

端緒から萌芽的な形態を含みつつ存在していたという（山田 2024: 140-141）。つまり、不

登校の政策議論場面においては、不登校における「子どもの権利」の問題は「子どもの権

利教育説」の立場に限定されて議論されてきた。 

 しかし、不登校の実態を記述した近年の教育社会学の研究からは、こうした「子どもの

権利教育説」に限定して不登校における「子どもの権利」をめぐる制約を記述することに

限界があることが示唆される。伊勢本大らは、学校とフリースクールの間において、コロ

ナ禍の不登校支援の実践に違いがあり、フリースクールでは子どもの実態に応じてスタッ

フが実践している一方で、学校では <子ども視点>を欠いた実践がなされていると指摘し

ている（伊勢本ほか 2023）。この伊勢本ほか（2023）の指摘は、不登校の子ども達の意見

表明権や関係的権利が実現している、もしくは制約されている実態があることを示唆して

いる。以上より、不登校における「子どもの権利」をめぐる制約を記述するには、「子ども

の権利意思説」や「関係的権利説」（根岸 2022,2024）との緊張関係を考慮した上で、子ど

もの教育を受ける権利がいかにして実現されるのか、もしくは制約されるのかを分析する

必要がある。 

 したがって、以上のように根岸弓（2022,2024）が整理している枠組みを拡張して、不登

校研究の文脈に位置付けることは、「不登校の子ども達の権利をいかにして保障するか」と

いう実践的な課題を、教育を受ける権利に限定せずに多様な権利の観点から議論すること

を可能にするという点で意義をもつ。今後は、不登校当事者や不登校支援の実践者を対象

としたインタビュー調査を基に、子どもの意見表明権、子どもの最善の利益、子どもと大

人（保護者・支援者）との関係的権利、子どもの差別の禁止、子どもの教育を受ける権利

がいかなる条件において実現されるのか、もしくは制約されるのかを分析することが求め

られる。 
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図 1 子どもの権利の本質をめぐる立場の拡張 

出所：根岸（2022,2024）を基に筆者作成。 
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